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二
十
九
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日
受
領

答
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三
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号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
三
三
〇
号

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
中
国
公
船
か
ら
飛
行
し
た
と
見
ら
れ
る
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
わ
が
国
領
空
へ
の
侵
入
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
中
国
公
船
か
ら
飛
行
し
た
と
見
ら
れ
る
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
わ
が
国
領
空
へ
の
侵
入
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

尖
閣
諸
島
周
辺
の
我
が
国
の
領
海
内
に
侵
入
し
た
中
国
公
船
か
ら
小
型
無
人
機
ら
し
き
物
体
が
我
が
国
の
領
空
を
飛
行
す

る
事
案
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
八
日
に
初
め
て
確
認
し
た
。

二
に
つ
い
て

外
国
の
航
空
機
に
よ
る
我
が
国
の
領
空
へ
の
侵
犯
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第

八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
領
空
侵
犯
に
対
す
る
措
置
を
開
始
し
て
以
降
、
平
成
二
十
九
年
五
月
十
八
日
に
確
認
さ
れ
た
一

に
つ
い
て
で
述
べ
た
事
案
（
以
下
「
本
年
五
月
十
八
日
の
事
案
」
と
い
う
。
）
以
外
に
、
同
月
二
十
四
日
現
在
で
、
三
十
八

件
の
事
例
を
公
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
小
型
無
人
機
が
尖
閣
諸
島
周
辺
以
外
の
我
が
国
の
領
空
を
侵
犯
し
た
も
の
は

な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

本
年
五
月
十
八
日
の
事
案
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三

一



十
一
号
）
を
含
む
我
が
国
の
法
令
に
抵
触
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
年
五
月
十
八
日
の
事
案
に
お
け
る
小
型
無
人
機
ら
し
き
物
体
の
飛
行
は
国
際
法
に
違
反
し
て
我
が

国
の
領
空
を
侵
犯
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
尖
閣
諸
島
周
辺
に
お
い
て
緊
張
を
高
め
る
行
為
は
断
じ
て
容
認
で
き
な

い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
現
行
法
令
」
の
規
定
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
航
空
法
第
百
三
十
二
条
に
お
い
て
、
航
空
機
の
航
行
の
安
全
に

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
空
域
等
に
お
け
る
無
人
航
空
機
の
飛
行
を
禁
止
す
る
旨
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋

ね
の
「
わ
が
国
の
安
全
保
障
上
の
重
要
な
地
域
、
例
え
ば
国
境
離
島
」
に
お
け
る
「
ド
ロ
ー
ン
の
飛
行
」
に
つ
い
て
は
、
関

係
府
省
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
安
全
保
障
上
の
必
要
性
を
含
む
様
々
な
観
点
を
総
合
考
慮
し
た
上
で
、
適
切
に
対
応
し
て
ま

い
る
所
存
で
あ
る
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
小
型
無
人
機
を
含
め
た
外
国
の
航
空
機
に
よ
る
我
が
国
の
領
空
へ
の
侵
犯
に
対
す
る
対
処
に
万
全
を
期

す
た
め
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
不
断
の
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
存
否
を
含
め
、
そ
の

二



詳
細
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
本
年
五
月
十
八
日
の
事
案
に
際
し
て
は
、
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
自
衛
隊
機
が
中
国
公
船
に
対
し
て
適
切
に
警
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
本

年
五
月
十
八
日
の
事
案
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
不
断
の
検
討
を
行
っ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
領
空
侵
犯
に
対
す
る
措
置
は
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
る
範

囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
際
の
武
器
の
使
用
は
、
同
条
に
規
定
す
る
「
必
要
な
措
置
」
と
し
て
、
正
当

防
衛
又
は
緊
急
避
難
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
本
事
案
の
よ
う
な
場
合
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な

お
、
い
か
な
る
場
合
が
、
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の

安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
「
特
に
緊
急
の
必

要
が
あ
り
事
前
に
国
会
の
承
認
を
得
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
」
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
発
生
し
た
事
態
の
個

別
具
体
的
な
状
況
に
よ
り
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


